
 

 

 

 

 

 

 

清須市国民保護計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

愛知県清須市 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目  次 

 

第１編  総  論 ................................................ 1 

第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 ..................................................................................................................... 1 
１ 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ............................................................1 
２ 国民保護措置等の対象.................................................................................1 
３ 市国民保護計画の構成.................................................................................2 
４ 市国民保護計画の見直し、変更手続 .................................................................2 

第２章 国民保護措置等に関する基本方針 .......................................................................................................................... 3 
第３章 関係機関の事務又は業務の概要等 .......................................................................................................................... 5 

１ 国民保護措置等の基本的な仕組み ...................................................................5 
２ 関係機関の事務又は業務の概要 ......................................................................6 

第４章 市の地理的、社会的特徴 ............................................................................................................................................. 9 
１ 地理的特徴 ..............................................................................................9 
２ 社会的特徴 ............................................................................................ 11 
３ 市の特徴............................................................................................... 14 

第５章 市国民保護計画が対象とする事態 ........................................................................................................................15 
１ 武力攻撃事態の類型 ................................................................................. 15 
２ 緊急対処事態の種類 ................................................................................. 16 

第２編 平素からの備えや予防...................................... 18 

第１章 体制の整備等....................................................................................................................................................................18 
第 1 市における組織・体制の整備 ........................................................................................................................................18 

１ 平素の業務 ............................................................................................ 18 
２ 市職員の参集基準等 ................................................................................. 18 
３ 消防の初動体制の把握等 ............................................................................ 20 
４ 国民の権利利益の救済に係る手続等 ............................................................... 21 

第２ 関係機関との連携体制の整備.......................................................................................................................................21 
１ 基本的考え方 ......................................................................................... 21 
２ 県との連携 ............................................................................................ 22 
３ 他の市町村との連携 ................................................................................. 22 
４ 指定公共機関等との連携 ............................................................................ 23 
５ 事業所との連携....................................................................................... 23 
６ ボランティア団体等に対する支援 ................................................................. 23 

第３ 通信の確保..............................................................................................................................................................................24 
第４ 情報収集・提供等の体制整備.......................................................................................................................................24 

１ 基本的考え方 ......................................................................................... 24 



２ 警報等の伝達に必要な準備 ......................................................................... 26 
３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 .................................................... 27 
４ 被災情報の収集・報告に必要な準備 ............................................................... 28 

第５ 研修及び訓練.........................................................................................................................................................................28 
１ 研修 .................................................................................................... 28 
２ 訓練 .................................................................................................... 29 

第２章 避難、救援に関する平素からの備え ...................................................................................................................31 
１ 避難に関する基本的事項 ............................................................................ 31 
２ 避難実施要領のパターンの作成 .................................................................... 32 
３ 救援に関する基本的事項 ............................................................................ 33 
４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等.......................................................... 33 
５ 避難施設の指定への協力 ............................................................................ 34 
６ 生活関連等施設の把握等 ............................................................................ 34 

第３章 物資及び資材の備蓄、整備.......................................................................................................................................36 
１ 市における備蓄....................................................................................... 36 
２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 .................................................... 36 

第４章 国民保護に関する啓発 ................................................................................................................................................38 
１ 国民保護措置に関する啓発 ......................................................................... 38 
２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発.................................. 38 

第３編 武力攻撃事態等への対処.................................... 39 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 .........................................................................................................39 
１ 国民保護措置の実施体制の概要 .................................................................... 39 
２ 事態認定前等における初動体制及び初動措置 .................................................... 39 
３ 市対策本部を設置すべき市の指定の要請.......................................................... 41 

第２章 市対策本部の設置等 .....................................................................................................................................................42 
１ 市対策本部の設置 .................................................................................... 42 
２ 通信の確保 ............................................................................................ 45 

第３章 関係機関相互の連携 .....................................................................................................................................................47 
１ 国・県の対策本部との連携 ......................................................................... 47 
２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等.......................... 47 
３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等 ............................................................... 47 
４ 他の市町村等に対する応援の要求、事務の委託.................................................. 48 
５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請 .................................................... 49 
６ 市の行う応援等....................................................................................... 49 
７ ボランティア団体等に対する支援等 ............................................................... 49 
８ 住民への協力要請 .................................................................................... 50 

第４章 警報及び避難の指示等 ................................................................................................................................................51 
第１ 警報の伝達等.........................................................................................................................................................................51 



１ 警報の内容の伝達等 ................................................................................. 51 
２ 警報の内容の伝達方法............................................................................... 51 
３ 緊急通報の伝達及び通知 ............................................................................ 52 

第２ 避難住民の誘導等 ...............................................................................................................................................................53 
１ 避難の指示の通知・伝達 ............................................................................ 53 
２ 避難実施要領の策定 ................................................................................. 54 
３ 避難住民の誘導....................................................................................... 56 
４ 武力攻撃事態の類型に応じた避難の誘導.......................................................... 59 

第５章 救援 .......................................................................................................................................................................................62 
１ 救援の実施 ............................................................................................ 62 
２ 関係機関との連携 .................................................................................... 62 
３ 救援の内容 ............................................................................................ 63 

第６章 安否情報の収集・提供 ................................................................................................................................................65 
１ 安否情報の収集....................................................................................... 65 
２ 県に対する報告....................................................................................... 66 
３ 安否情報の照会に対する回答....................................................................... 66 
４ 日本赤十字社に対する協力 ......................................................................... 67 

第７章 武力攻撃災害への対処 ................................................................................................................................................68 
第１ 武力攻撃災害への対処 .....................................................................................................................................................68 

１ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方 ............................................................ 68 
２ 武力攻撃災害の兆候の通報 ......................................................................... 68 

第２ 応急措置等..............................................................................................................................................................................69 
１ 退避の指示 ............................................................................................ 69 
２ 警戒区域の設定....................................................................................... 70 
３ 応急公用負担等....................................................................................... 71 
４ 消防に関する措置等 ................................................................................. 72 

第３ 生活関連等施設における災害への対処等 ..............................................................................................................73 
１ 生活関連等施設の安全確保 ......................................................................... 73 
２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除.................................................. 73 

第４ ＮＢＣ攻撃による災害への対処等 .............................................................................................................................74 
１ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 .................................................................... 74 

第８章 被災情報の収集及び報告 ...........................................................................................................................................77 
１ 被災情報の収集及び報告 ............................................................................ 77 

第９章 保健衛生の確保その他の措置..................................................................................................................................78 
１ 保健衛生の確保....................................................................................... 78 
２ 廃棄物の処理 ......................................................................................... 79 

第１０章 国民生活の安定に関する措置 .............................................................................................................................80 
１ 生活関連物資等の価格安定 ......................................................................... 80 
２ 避難住民等の生活安定等 ............................................................................ 80 
３ 生活基盤等の確保 .................................................................................... 80 



４ 相談体制の整備....................................................................................... 80 
第１１章 特殊標章等の交付及び管理..................................................................................................................................81 

１ 特殊標章等の意義 .................................................................................... 81 
２ 特殊標章等の公布及び管理 ......................................................................... 81 

第４編 復旧等 ................................................... 83 

第１章 応急の復旧.........................................................................................................................................................................83 
１ 基本的考え方 ......................................................................................... 83 
２ 公共的施設の応急の復旧 ............................................................................ 83 

第２章 武力攻撃災害の復旧 .....................................................................................................................................................84 
第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等 ...................................................................................................................85 

１ 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求 ....................................... 85 
２ 損失補償及び損害補償............................................................................... 85 
３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん ............................................................ 85 

第５編 緊急対処事態への対処...................................... 86 

１ 緊急対処事態 ........................................................................................ 86 
２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達...................................................... 86 

国民保護計画用語集 ............................................... 87 

 

 



第 1 編 総論               

第 1 章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 

第１編  総  論 
第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 

清須市（市長及びその他の執行機関をいう。以下「市」という。）は、住民の生命、身体及び財産

を保護することの重要性にかんがみ、国民保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため、市の責

務、国民の保護に関する計画の位置づけ、構成等について定める。 

 

１ 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ  

（1）市の責務 

市は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態において、武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号。以下「国民保護法」という。）その他の法令、

国民の保護に関する基本指針（平成 17 年 3 月閣議決定。以下「基本指針」という。）及び愛知

県の国民の保護に関する計画（以下「県国民保護計画」という。）を踏まえ、市の国民の保護に

関する計画（以下「市国民保護計画」という。）に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連

携協力し、自ら国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」という。）及び緊急対処事態に

おける緊急対処保護措置（以下「緊急対処保護措置」という。）を的確かつ迅速に実施し、その

区域において関係機関が実施する国民保護措置及び緊急対処保護措置（以下「国民保護措置等」

という。）を総合的に推進する。 

 

（2）市国民保護計画の位置づけ 

市は、その責務にかんがみ、国民保護法第 35 条及び第 182 条の規定に基づき、市国民保護計

画を作成する。 

 

（3）市国民保護計画に定める事項 

市国民保護計画においては、同法第 35 条第 2 項各号及び第 182 条第 2 項に基づき、次の事項

について定める。 

① 市の区域に係る国民保護措置等の総合的な推進に関する事項 

② 市が実施する国民保護法第 16 条第 1 項及び第 2 項に規定する国民保護措置等に関する事項 

③ 国民保護措置等を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項 

④ 国民保護措置等を実施するための体制に関する事項 

⑤ 国民保護措置等の実施に関するほかの地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事

項 

⑥ 前各号に掲げるもののほか、市の区域に係る国民保護措置等に関し市長が必要と認める事項 

 

２ 国民保護措置等の対象 

市は、国民保護法により市の区域に係る国民保護措置等を実施することとされているため、国民

保護措置等の実施に当たっては、市民に限らず市の区域に係る全ての国民を対象とする。 
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第 1 章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 

また、本市に居住し、又は滞在している外国人についても対象とする。 

 

３ 市国民保護計画の構成  

市国民保護計画は、以下の各編により構成する。 

第１編 総論 

第２編 平素からの備えや予防 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第４編 復旧等 

第５編 緊急対処事態への対処 

 

４ 市国民保護計画の見直し、変更手続  

（1）市国民保護計画の見直し 

市国民保護計画については、今後、国における国民保護措置等に係る研究成果や新たなシステ

ムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置等についての訓練の検証結果等を踏まえ、不

断の見直しを行う。 

市国民保護計画の見直しに当たっては、市国民保護協議会の意見を尊重するとともに、関係す

る指定行政機関、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関の意見を聴くなど広く

関係者の意見を求めるよう努めるものとする。 

 

（2）市国民保護計画の変更手続 

市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第 39 条第 3 項の規定に

基づき、市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告し、公表するものとする（た

だし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成 16 年政令第

275 号。以下「国民保護法施行令」という。）で定める軽微な変更については、市国民保護協議

会への諮問及び知事への協議は要しない。）。 
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第２章 国民保護措置等に関する基本方針 

第２章 国民保護措置等に関する基本方針 

市は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態において、国民保護法その他の法令、基本指針、県国民保

護計画及び市国民保護計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、国民保護措置等

を的確かつを迅速に実施するため、特に留意すべき事項についての基本方針を次のとおり定める。 
 
 

（1）基本的人権の尊重 

市は、国民保護措置等の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重す

る。 

国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、

公正かつ適正な手続の下に行う。 

 

（2）国民の権利利益の迅速な救済 

市は、国民保護措置等の実施に伴う損失補償、国民保護措置等に係る不服申立て又は訴訟その

他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。 

 

（3）国民に対する情報提供 

市は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、国民に対し、国民保護措置等に関する正

確な情報を、適時かつ、適切な方法で提供する。 

 

（4）関係機関相互の連携協力の確保 

市は、武力攻撃事態等並びに緊急対処事態において広域にわたる避難、NBC 攻撃による災害

等の特有の事項に対応できるよう、国、県、近隣市町、西春日井広域事務組合（以下「消防組合」

という。）並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平素から相互の連携体制の整備

に努める。 

 

（5）国民の協力 

市は、国民保護法の規定により国民保護措置等の実施に関して必要があると認めるときは、国

民に対して協力を要請する。この場合において、国民の自発的な意思を尊重し、強制にわたるこ

とのないようにする。 

なお、本市に居住し、又は滞在している外国人についても同様とする。 

また、市は、自主防災組織及びボランティアにより行われる国民保護措置等に資するための自

発的な活動に対して必要な支援を行うように努める。 

 

（6）指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重その他の特別な配慮 

市は、日本赤十字社が実施する国民保護措置等については、その特性をかんがみ、その自主性

を尊重するとともに、放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護

措置等については、放送の自律を保障することにより、その言論その他表現の自由に特に配慮す

る。 

また、市は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置等の実施方法については、指
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第２章 国民保護措置等に関する基本方針 

定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等及び緊急対処事態の状況に即して自主的に

判断するものであることに留意する。 

 

（7）高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

市は、警報及び緊急通報の伝達や避難誘導、救援などの国民保護措置等の実施に当たっては、

高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する者の保護について留意する。 

また、市は、外国人の安否情報の収集・提供、赤十字標章や特殊標章の交付等の国民保護措置

等を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確

保する。 

 

（8）国民保護措置等に従事する者等の安全の確保 

市は、市の区域に係る国民保護措置等について、国及び県から入手した情報、武力攻撃災害又

は緊急対処事態における災害の状況その他必要な情報の提供を行うほか、県、消防機関等との連

携を密にし緊急時の連絡及び応援の体制を確立すること等により、その内容に応じ、国民保護措

置等に従事する市職員等の安全の確保に十分に配慮する。 

また、要請に応じて国民保護措置等に協力する者に対しては、その内容に応じ、必要な情報を

随時十分に提供すること等により、安全の確保に十分に配慮する。 
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第３章 関係機関の事務又は業務の概要等 

市は、国民保護措置等の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国民保護法にお

ける市の役割及び関係機関の事務や事業の概要等について次のとおり示す。 

 

１ 国民保護措置等の基本的な仕組み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国（対策本部） 
・警報の発令 

 

 

・避難措置の指示 
（要避難地域、避難先地域等） 

 

 

 

 

 

・救援の指示 

 

 

 

・武力攻撃災害への対処の指示 

（消防庁長官による消防に関する指示） 

・大規模又は特殊な武力攻撃災害

（ＮＢＣ攻撃等）への対応 

 

・生活関連等施設の安全確保 

 

・国民生活の安定 

 

 

 

 

・対策本部における

総合調整 

 

避 

難 

県（対策本部） 
・警報の市町村への通知 

 

 

・避難の指示 
（避難経路、交通手段等） 

 

 

 

 

・食品・生活必需品等

の給与 

・収容施設の供与 

・医療の提供 等 

 

・武力攻撃災害の防御 

・応急措置の実施 
警戒区域の設定（緊急時） 

退避の指示（緊急時） 

・緊急通報の発令 
 
 
 
 
 
 
 

・対策本部における

総合調整 

市（対策本部） 
・警報の伝達（サイレン等を使用） 

 

 

・避難の指示の伝達 

・避難住民の誘導 
（避難実施要領の策定） 

 消防組合への措置の要求、警察・

自衛隊等に誘導を要請 

 

 

・救援に協力 

 

 

 
 

・消防（消防組合） 

・応急措置の実施 

警戒区域の設定 

退避の指示 

 
 
 
 
 
 

 
 

・対策本部における

総合調整 

国 
 

 

民 
 

 
 

 
 

（
協
力
） 

防災行政無線、公共ネットワーク、衛生通信等を活用するとともに、情報伝達システムの改善に向けた検討、整備に努める 

救援

指示 

是正 

(内閣総理大臣)

指示 

是正 

(内閣総理大臣)

措置の実施要請 措置の実施要請 

総合調整 総合調整

総合調整の要請 総合調整の要請 

指定公共機関  ・放送事業者による警報等の放送  ・日本赤十字社による救援への協力

指定地方公共機関 ・運送事業者による住民・物資の運送  ・電気･ガス等の安定的な供給 

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

指示 指示

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処

救 

援 

 

「注」 緊急対処保護措置についても、上記と同様の仕組みで実施される。 

     ただし、緊急対処事態においては、国の緊急対処事態対策本部長による総合調整及び内閣総理大臣による是正

措置は行われない。 
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

２ 関係機関の事務又は業務の概要  

国民保護措置等について、市、県、指定地方行政機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機

関は、おおむね次に掲げる事務又は業務を処理する。 

【市】 

機関の名称 事務又は業務の概要 

 

 

 

 

 

清須市 

１ 市国民保護計画の作成 

２ 市国民保護協議会の設置、運営 

３ 市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 

４ 組織の整備、訓練 

５ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整そ

の他の住民の避難に関する措置の実施 

６ 救援の補助、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関す

る措置の実施 

７ 退避の指示、警戒区域の設定、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の

武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害への対処に関する措置の実施

（消防に関する事務については、消防組合において処理） 

８ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施 

９ 武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の復旧に関する措置の実施

【一部事務組合】 

機関の名称 事務又は業務の概要 

西春日井広域事務組

合消防本部 

１ 消防・救助活動の実施 

２ 通信体制、情報収集・提供体制、装備・資機材の整備 

３ 特殊標章の交付・管理 

４ 生活関連等施設・危険物質等（消防法に関するものに限定。）取扱所の

対策 

５ 事業所に対する避難等自主防災体制の指導 

【県】    

機関の名称 事務又は業務の概要 

 

 

 

 

 

愛知県 

１ 県国民保護計画の作成 

２ 県国民保護協議会の設置、運営 

３ 県国民保護対策本部等の設置、運営 

４ 組織の整備、訓練 

５ 警報の通知 

６ 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区

域を越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置の実

施 
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

機関の名称 事務又は業務の概要 

７ 救援の実施、安否情報の収集・整理及び提供その他の避難住民等の救援

に関する措置の実施 

８ 武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の防除及び軽減、緊急通報

の発令、退避の指示（緊急時）、警戒区域の設定（緊急時）、保健衛生の

確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害及び緊急対処事態における災

害への対処に関する措置の実施 

９ 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に

関する措置の実施 

10 交通規制の実施 

11 武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の復旧に関する措置の実

施 

【指定地方行政機関】  

機関の名称 事務又は業務の概要 

中部管区警察局 １ 管区内各県警察の国民保護措置等及び相互援助の指導・調整 

２ 他管区警察局との連携 

３ 管区内各県警察及び関係機関等からの情報収集並びに報告連絡 

４ 警察通信の確保及び統制 

東海総合通信局 １ 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

２ 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関する

こと 

３ 非常事態における重要通信の確保 

４ 非常通信協議会の指導育成   

東海財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資 

２ 金融機関に対する緊急措置の指示 

３ 普通財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

東海北陸厚生局 １ 救援等に係る情報の収集及び提供 

愛知労働局 １ 被災者の雇用対策 

東海農政局 １ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

２ 農業関連施設の応急復旧 

中部経済産業局 １ 救援物資の円滑な供給の確保 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

３ 被災中小企業の振興 

中部近畿産業保安監

督部 

１ 危険物等の保全 

中部地方整備局 １ 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

中部運輸局 １ 運送事業者への連絡調整 
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

機関の名称 事務又は業務の概要 

２ 運送施設及び車両の安全保安 

東京管区気象台（名

古屋地方気象台） 

１ 気象状況の把握及び情報の提供 

中部地方環境事務所 １ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

【指定公共機関及び指定地方公共機関】 

機関の種類 事務又は業務の概要 

災害研究機関 １ 武力攻撃災害に関する指導、助言等 

放送事業者 １ 警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を含む。）の内

容並びに緊急通報の内容の放送  

運送事業者 １ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 １ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置等の実施に必要な通信の優先的取扱い 

電気事業者 １ 電気の安定的な供給 

ガス事業者 １ ガスの安定的な供給 

水道事業者 

水道用水供給事業者 

工業用水道事業者 

１ 水の安定的な供給 

日本郵政公社 １ 郵便の確保 

病院その他の医療機

関 

１ 医療の確保 

河川管理施設、道路

の管理者 

１ 河川管理施設、道路の管理 

日本赤十字社 １ 救援への協力 

２ 外国人の安否情報の収集、整理及び回答 

日本銀行 １ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じた信

用秩序の維持 
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第４章 市の地理的、社会的特徴 

第４章 市の地理的、社会的特徴 

市は、国民保護措置等を適切に実施するため、地域の地理的、社会的特徴等について把握すること

とし、国民保護措置等の実施に当たり考慮しておくべき市の地理的、社会的特徴等を次のとおり考察

する。 

 

１ 地理的特徴  

（1）位置 

本市は、濃尾平野の中央部、愛知県西部に位置し、政令指定都市である名古屋市に隣接してお

り、名古屋中心部から５km の至近距離にある。 

市役所（清須市須ケ口 1238 番地）は、東経 136°51′ 20″ 、北緯 35°11′ 50″ に位置する。 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 
[隣接する自治体] 

 
東 名古屋市西区 

西 海部郡甚目寺町 

南 名古屋市中村区 

北 西春日井郡春日町、稲沢市 

 

 

 

 

 

 

（2）地勢 

東西約 5km、南北約 5.5km で、総面積は 1,331ha となる。土地の標高は、最高 7.7m、最低

1.9m で、ほとんどの地域は海抜 10ｍ未満と起伏のない低地となっている。 

本市は古来から中部山岳地帯に源を発する木曽川・庄内川の氾濫が原因となって発達した沖積

地で、起伏がなくおおむね平坦であるが、わずかに北部から南部へ緩い傾斜をなしている。 

河川は、市の中央を新川が貫流し、西部に五条川が流れ、市の南端で新川と合流している。南

東部には庄内川が流れ、平常時でも自然排水が困難な状態にあり、潜在的に洪水の危険性をはら

んでいる。 

また、地下水の状況については、低地の地下水位は GL＝－２ｍ前後と常に浅い位置にある。 
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第４章 市の地理的、社会的特徴 

（3）気候 

気候は、東海型気候を示し、暖候期は高温・多雨、寒候期は少雨・乾燥する特徴があるが、全

般的に温暖である。 

年平均気温は 15℃前後で、8 月が最も平均気温が高く、1 月が最も平均気温が低くなっている。 

降水量は、平成 17 年は少なかったが、1971 年から 2000 年までの 30 年間の平均値をみると、

約 1,560mm で、梅雨前線、秋雨前線や台風の影響により、6～7 月、9 月に降水量が多い。 

風向きは、夏期を除くと、ほとんどが北西で、平均風速は 3m/s 前後であるが、最大風速（10

分間の平均風速）が 10m/s を超える月も多く、平成 17 年の 9 月のように、台風などの影響によ

り最大瞬間風速が 30m/s 前後を記録することもある。 

 【気象状況（平成 17 年）】 

月 
平均気温 

℃ 

平均風速 

m/s 

最大風速 

m/s 

最大瞬間風速

m/s 

降水量 

mm 

日降水量の最大

mm 

1 月 4.6 3.3 11.3 21.0 10.5 8.0

2 月 4.8 3.6 10.0 18.5 67.5 15.0

3 月 7.8 3.4 11.2 22.0 131.5 50.5

4 月 15 3.1 10.8 22.8 57.0 24.0

5 月 18.3 3.2 11.3 19.9 111.5 31.0

6 月 24 2.5 8.4 14.1 57.5 14.0

7 月 26.7 2.7 9.5 16.6 138.5 71.5

8 月 28.1 3.0 9.1 15.9 84.5 24.5

9 月 25.5 2.9 13.0 29.1 69.5 40.0

10 月 19 2.3 7.8 13.3 92.5 22.0

11 月 11.6 2.5 10.2 18.0 47.0 41.0

12 月 3.4 2.7 10.7 19.3 33.0 11.5

資料：名古屋地方気象台 

 

（4）土地利用 

総面積 1,331ha が都市計画区域に指定され、うち市街化区域は 1,103ha(82.9%) である。ま

た、市街化調整区域は清洲地区や新川地区に多い。 

平成 14 年における土地利用の構成は、宅地が 600ha(45.1%) でそのうち住宅地が 331ha を

占めており、本市の宅地面積の割合が極めて高い。一方、農地は 234ha（17.6%）となっている。 

人口集中地区には住宅と工業が混在しており、また、建築基準法制定以前に形成された不適格

住宅密集地区もある。 

なお、新駅尾張星の宮駅周辺などを中心とした農地についても、都市的土地利用への転用は着

実に進んでおり、今後もこの傾向は続くものと推定される。 
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２ 社会的特徴  

（1）人口及び世帯 

昭和 30 年代後半から大小の宅地開発が進められた結果、市の人口は急激に増加し昭和 40 年

代前半において全国・県内平均を上回る人口増加率を示していた。しかし昭和 50 年代に入って

名鉄線沿いの市中心部の人口が減少したため昭和 60 年には 54,000 人を割った。その後、微増

減を繰り返し、平成 17 年は 55,039 人と、平成 12 年よりも 0.3％の微増となっている。 

一方、世帯数は増加を続け、平成 17 年は 20,861 世帯にのぼり、１世帯当たりの人員は 2.6

人となり、核家族化の傾向を強めている。 

人口密度は高く、平成 17 年は 1km2当たり 4,135 人に上り、県平均（1km2当たり 1,406 人）

を大きく上回っている。 

【人口及び世帯数の推移】 

 人口 世帯数 １世帯当り人口 人口密度(人/km２)

平成 12 年 54,893 人 19,743 世帯 2.8 人 4,124 人 

平成 17 年 55,039 人 20,861 世帯 2.6 人 4,135 人 

※各年 10 月 1 日現在          資料：国勢調査 

 

（2）年齢 3 区分別人口構成比 

年齢 3 区分別人口構成比をみると、平成 17 年 4 月 1 日現在では、15 歳未満の年少人口が

13.9%、15～64 歳の生産年齢人口が 67.2％、65 歳以上の老齢人口が 17.7％となっている。本

市の年齢構成は、県平均（年少人口 14.9％、生産年齢人口 67.9％、老齢人口 16.8％）と比較す

ると、年少人口の割合がやや低く、老齢人口がやや高い割合となっている。 

 

（3）人口分布 

本市は、名古屋市に隣接しているため人口密度が高く、特に東部に人口密度の高い地区が多く

みられる。1km2当たり 1 万人を超える地区もあり、西枇杷島町問屋町は 1km2当たり 2 万人を超

えている。 

【人口密度が 1km2当たり 1 万人を超える地区】 

 
西 枇 杷 島 町 上 新 地 12,471 

西枇杷島町北大和町 14,365 

西枇杷島町南大和町 13,483 

西 枇 杷 島 町 問 屋 町 20,679 

西 枇 杷 島 町 泉 町 11,860 

西 枇 杷 島 町 恵 比 寿 14,388 

西枇杷島町旭二丁目 14,086 

西枇杷島町旭三丁目 11,206 

西 枇 杷 島 町 南 松 原 10,102 

西枇杷島町東笹子原 10,866 

人口密度が 1 万人
を超える地区 1km2

（資料：平成 15 年度都市計画基礎調査データより算出）

※平成 15 年 11 月現在 
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（4）夜間人口と昼間人口 

本市は、県内でも有数の工業地帯が形成され、長く昼間人口が夜間人口を上回っていた。しか

し、平成 12 年には西枇杷地区を除き、流出人口が流入人口を上回っている。これは住宅開発が

進み、名古屋のベッドタウンとしての性格を強める一方、日本経済におけるサービス産業の比重

が大きくなってきたことや、製造業における合理化が進んだためと考えられ、今後もこうした傾

向が継続することが推定される。 

【夜間人口と昼間人口】 
単位：人

常住地による人口 従業地･通学地による人口 

 総数(a) 

(夜間人口) 

流出人口 

(従業地･通学地人口)

総数(b) 

(昼間人口) 

流入人口 

(従業地･通学地人口) 

昼夜間人口比率

(b)/(a) 

旧西枇杷島町 16,730 6,181 18,906  8,357 113.0% 

旧 清 洲 町 18,989 8,013 15,864  4,888 83.5% 

旧 新 川 町 18,556  7,430 16,936  5,810 91.3% 

清 須 市 合 計 54,275 21,624 51,706 19,055 95.3% 

※平成 12 年 10 月 1 日現在          （資料：国勢調査） 

 

（5）道路及び鉄道の位置等 

① 道路 

国土幹線軸である東名阪自動車道が通過しており、これと平行して外環道路である国道 302

号が市の北部を通過している。市北部に位置する清洲ジャンクションからは地域高規格道路で

ある名古屋高速道路 16 号一宮線が通っており、平成 19 年度には清洲ジャンクションから名

古屋内に通じる名古屋高速道路 6 号清洲線が完成する予定である。また、名古屋高速道路と平

行して市の東端部を通過している国道 22 号（名岐バイパス）と、ＪＲ東海道本線の間をほぼ

平行に走る主要地方道名古屋祖父江線の 2 路線が名古屋都市圏の放射状道路としてある。ま

た、名古屋市の外周部を通る環状道路として主要地方道名古屋第二環状線が市南東部を通過し

ている。そのほか新川清洲線、新川甚目寺線、祖父西枇杷島線などの一般県道があり、地域に

おける幹線道路としての役割を担っている。 

② 鉄道 

鉄道は、市南西部、旧市街地の中心部を名鉄名古屋本線が走り、市内には西枇杷島駅、二ツ

杁駅、新川橋駅、須ヶ口駅、丸の内駅、新清洲駅が設置されているほか、市東部には名鉄犬山

線の下井田駅がある。須ヶ口駅は、名鉄津島線の分岐する駅で特急を含む車両が停車するため、

乗降客数は１日平均１万人以上を数える。また、市の区域を 11 時の方向に分断するようにＪ

Ｒ東海道本線と東海道新幹線が通過し、市内にはＪＲ東海道本線の枇杷島駅がある。さらに、

東海交通事業城北線が市の東部を走り、枇杷島駅と尾張星の宮駅が設置されている。 
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【道路、鉄道の状況】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）自衛隊施設等 

本市周辺には、自衛隊施設は、陸上自衛地及び航空自衛隊の 4 施設が存在している。 

【本市周辺の自衛隊施設一覧】 

施設名 主要部隊等 所在地 

陸上自衛隊守山駐屯地 第 10 師団司令部 

第 35 普通科連隊 

名古屋市 

陸上自衛隊春日井駐屯地 第 10 後方支援連隊 春日井市 

航空自衛隊小牧基地 第 1 輸送航空隊 小牧市 

航空自衛隊高蔵寺分屯基地 第 2 補給処高蔵寺支処 春日井市 
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（7）その他の重要な施設 

本市に隣接する名古屋市では、名古屋臨海地区が石油コンビナート等特別防災区域に指定され

ている。 

【石油コンビナート等特別防災区域】                        H17.4.1 現在 

貯蔵･取扱･処理量 特定事業所 

地区名 
面積 

(千m2) 
石油 

(千 kl) 
高圧ガス 

(千万Nm3)
第 1 種 第 2 種 合計 

その他事

業所 

名 古 屋 臨 界 86,552 8,449 573,916 26 20 46 141 

 

３ 市の特徴  

本市の特徴として、以下の点があげられる。 

○ 本市は政令指定都市であり、工業地帯が広がる名古屋市に隣接しており、同市のベッドタウン

となっている。 

○ 市内には、自然廃水が困難な河川が流れており、低地帯の本市では、内水氾濫型の浸水被害が

頻発している。 

○ 本市の東に隣接する名古屋市西区には多くの企業が立地し、南に隣接する名古屋市中村区は名

古屋市の鉄道の中心・名古屋駅を有する名古屋の玄関的な役割を担っており、いずれの地域も、

10 万人を超える住民が居住している。 

○ 人口密度が 1km2当たり 1 万人を超える地区が市の東部には多数ある。 

○ 国土幹線軸である東名阪自動車道をはじめ、名古屋高速道路、国道 302 号、国道 22 号など主

要な道路が行き交う交通の要所となっている。 

○ 鉄道は、名鉄名古屋本線、名鉄犬山線、名鉄津島線、JR 東海道本線などが通過しており、須ヶ

口駅においては、1 日の平均利用客が 1 万人を越える。 

 

以上の市の特徴から、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害においては、駅の周辺、人口

集中地区、主要な道路が走る地域など、社会的混乱を招くおそれがある場所を特に配慮する必要が

ある。 

また、隣接する名古屋市には、通勤や通学している住民も多いため、名古屋市との十分な連携を

図りながら、避難や救援をはじめとする国民保護措置等の実施にあたっていくことが必要である。 

そして、庄内川をはじめとする河川が被災した場合は道路が冠水し、避難や輸送など、住民に大

きな影響が及ぶことが考えられるため、河川、道路・橋梁の管理者等、関係機関との連携を密にし、

管理体制や情報収集体制を整備しておくことも重要である。 
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第５章 市国民保護計画が対象とする事態 

市国民保護計画においては、基本指針に基づき県国民保護計画において想定している武力攻撃事態

の類型及び緊急対処事態の事態例を対象として定める。 
 

 

１ 武力攻撃事態の類型  

（1）着上陸侵攻 

① 一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲になるとともにその期間も比較的長期に

及ぶことが予想される。また、敵国による船舶及び戦闘機の集結の状況、我が国へ侵攻する船

舶等の方向等を勘案して、武力攻撃予測事態において住民の避難を行うことも想定される。 

② 船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容易な地形を有する沿岸部が当初

の侵攻目標となりやすい。 

③ 航空機により侵攻部隊を投入する場合には、大型の輸送機が離着陸可能な空港が存在する地

域が目標となる可能性が高く、当該空港が上陸用の小型船舶等の接岸容易な地域と近接してい

る場合には特に目標となりやすい。なお、着上陸侵攻の場合、それに先立ち航空機や弾道ミサ

イルによる攻撃が実施される可能性が高い。 

④ 主として、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災等が考えられ、石油コンビナート

等、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次災害の発生が想定される。 

⑤ 事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域から先行して避難させるとともに広域避難

が必要となる。広範囲にわたる武力攻撃災害が想定され、武力攻撃が終結した後の復興が重要

な課題となる。 

 

（2）ゲリラや特殊部隊による攻撃 

① 警察、自衛隊等による監視活動等により、その兆候の早期発見に努めることとなるが、敵も

その行動を秘匿するためあらゆる手段を使用することが想定されることから、事前にその活動

を予測あるいは察知できず、突発的に被害が生ずることも考えられる。そのため、都市の中枢、

鉄道、橋梁、ダム等に対する注意が必要である。 

② 少人数のグループにより行われるため使用可能な武器も限定されることから、主な被害は施

設の破壊等が考えられる。したがって、被害の範囲は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的

であるが、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次災害の発生も想定される。また、汚い

爆弾（爆薬と放射性物質を組み合わせた爆弾。以下「ダーティボム」という。）が使用される

場合がある。 

③ ゲリラ及び特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては、知事及び県警察は、

市町村（消防機関を含む。）、海上保安庁及び自衛隊と連携し、武力攻撃の態様に応じて、攻

撃当初は屋内に一時避難させ、その後、安全の措置を講じつつ適当な避難地に移動させる等適

切な対応を行う。事態の状況により、知事の緊急通報、市町村長又は知事の退避の指示等時宜

に応じた措置を行うことが必要である。 
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（3）弾道ミサイル攻撃 

① 発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて

困難である。さらに、極めて短時間で我が国に着弾することが予想され、弾頭の種類（通常弾

頭又はＮＢＣ弾頭）を着弾前に特定することは困難であるとともに、弾頭の種類に応じて、被

害の様相及び対応が大きく異なる。 

② 通常弾頭の場合にはＮＢＣ弾頭の場合と比較して被害は局限され家屋、施設等の破壊及び火

災等が考えられる。 

③ 弾道ミサイルは発射後短時間で着弾することが予想されるため、的確かつ迅速な情報伝達体

制と適切な対応によって被害を局限化することが重要であり、屋内への避難及び消火活動が中

心となる。 

 

（4）航空攻撃 

① 弾道ミサイル攻撃の場合に比べてその兆候を察知することは比較的容易であるが、対応の時

間が少なく、また攻撃目標を特定することが困難である。 

② 航空攻撃を行う側の意図及び弾薬の種類等により異なるが、その威力を最大限に発揮するこ

とを敵国が意図すれば都市部が主要な目標となることも想定される。また、ライフラインのイ

ンフラ施設が目標となることもあり得る。 

③ なお、航空攻撃は、その意図が達成されるまで繰り返し行われる可能性がある。 

④ 通常弾頭の場合には、家屋、施設等の破壊、火災等が考えられる。 

⑤ 攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標地を限定せずに屋内への

避難等の避難措置を広範囲に指示する必要がある。その安全を確保しなければ周辺の地域に著

しい被害を生じさせるおそれがあると認められる生活関連等施設に対する攻撃のおそれがあ

る場合は、被害が拡大するおそれがあるため、特に当該生活関連等施設の安全確保及び武力攻

撃災害の発生・拡大の防止等の措置を実施する必要がある。 

 

２ 緊急対処事態の種類  

（1）攻撃対象施設等による分類 

① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

ア 原子力事業所等の破壊 

イ 石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

ウ 危険物積載船への攻撃 

エ ダムの破壊 

② 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

ア 大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破 

イ 列車等の爆破 

 

（2）攻撃手段による分類 

① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

ア ダーティボム等の爆発による放射能の拡散 
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イ 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布 

ウ 市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布 

エ 水源地に対する毒素等の混入 

② 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

ア 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ 

イ 弾道ミサイル等の飛来 
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